
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｊ５－３０ 貨幣サービス機器 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ５－３０ 全 貨幣サービス機器 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－７２０～７２２ 表示機付き電子計算機等 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
７ 

この分類に含まれる物品 

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

貨幣、カードを投入することにより、両替、精算、現金預入支払い等の便宜を図る省力化のための機器。 

以下の分類に含まれないもの。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

金銭に関するサービスについての、無人化、省力化のための機器で、料金を支払う時、金銭を受け取る時

等金銭のやりとりの時点で使用される機器。 

サービスの内容が情報提供のもの、複数の機能があるものは含まない。（Ｈ７－７代へ）ただしガソリン料金

の精算機、駐車料金の精算機のように、料金計算のために必要な流量の計量、時間の計測等の機能、病

院用料金支払機のように料金計算が主目的で予約機能のあるもの程度は、複数機能とはせずにＪ５－３代

に含む。 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

郵便振替自動受付機 複写機用料金管理機 車両用料金箱 

業務用カラオケ装置の料金格納機 有料道路の料金収受機 コピー機用の料金箱 

バスの運賃箱 駐車料金支払機 病院用料金自動支払機 

 

登録１０６７０２９号 
業務用カラオケ装置の 
      料金格納機 

登録１０５５０６２号 
郵便振替自動受付機 

登録１１３５４０８号 
車輌用料金箱 

登録１１７０６５６号 
複写機用料金管理機 


